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令和３年度組合青年部交流促進事業 

組合青年部活動助成金交付規程 
 

令和３年４月１日 

                             北海道中小企業団体中央会 

 

（目的） 

第１条 この規程は、北海道中小企業団体中央会（以下「本会」といいます。）が令和３年度組合青

年部交流促進事業において実施する組合青年部活動助成金（以下「助成金」といいます。）の交付

について必要な事項を定めることを目的とします。 

 

（助成金の交付対象） 

第２条 助成金の交付対象となる者は、本会の会員である組合青年部とし、助成区分は次のとおりと

します。 

【単独型】１組合青年部が単独で行う事業 

【連携型】複数の組合青年部が連携して行う事業 

ただし、次の場合は対象外とします。 

（１）前年度において助成金の交付を受けている場合。 

（２）実施しようとする事業が本会の実施するほかの支援事業と重複している場合。 

（３）所属組合から事業実施及び助成金申請の同意を得られていない場合。 

（４）会員からの会費収入等の独自予算がなく、所属組合からの助成等のみで事業運営されている場

合。 

（５）活動初年度の場合。 

 

（助成対象経費） 

第３条 組合青年部が行う本事業に要する経費であって、助成金対象経費（別紙１）に掲げ、経費支

出基準（別紙２）を満たしたもののうち、本会が必要かつ適当と認めたものとします。 

 

（助成金額及び補助率） 

第４条 助成金の額は、前条の助成対象経費の３分の２以内とし、上限を３０万円（総経費４５万円

以上）とします。 

 

（助成金の交付申請） 

第５条 助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書（単独型は様式第１号、連携型は

様式第２号）に必要書類を添えて本会が定める期日までに提出してください。 

 

（助成金の交付決定） 

第６条 本会は、前条の助成金の交付申請があったときは、内容を審査し、助成金の交付の決定を行

い、助成金交付決定通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとします。 
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（助成事業の内容または助成対象経費の変更） 

第７条 申請者は、助成事業の内容または助成対象経費（費目及び助成金の額に変更が生じる場合の

み。）を変更しようとするとするときは、あらかじめ助成金の申請内容及び助成対象経費の変更承

認申請書（様式第４号）を本会に提出し、承認を受けなければならない。 

２ 本会は、前項の申請があったときは、審査の上、変更の内容及び理由が適正と認められるときは、

助成金の申請内容及び助成対象経費の変更承認通知書（様式第５号）により、申請者に通知するも

のとする。 

 

（助成事業の完了期限） 

第８条 申請者は、令和４年３月４日（金）までに助成事業を完了するものとする。ただし、やむを

得ない事情により、完了期限までに実施することが困難な場合であって、本会が認めた場合に限り

完了期限を超えて実施することができるものとする。 

 

（実績報告及び請求書の提出） 

第９条 申請者は、助成事業を実施し、助成対象経費の支払いを行った後、速やかに助成事業の実績

報告・請求書（様式第６号）に実施状況を示す写真、経費の支出に係る領収書（写し）等を添付し

て本会に提出しなければならない。 

 

（助成金額の確定及び通知） 

第１０条 本会は、前条の実績報告・請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、助成事業の

実施結果が助成金の交付決定の内容（第７条に基づく承認をした場合は、その承認された内容。）

及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、助成金額確定

通知書（様式第７号）により組合に通知するものとする。 

 

（助成金の支払） 

第１１条 本会は、前条の助成金額確定通知書により通知した助成金額を申請者から指定された金融

機関の口座に振込みにより支払うものとします。 

 

（交付決定の取消し） 

第１２条 次の各号に該当する場合には、第６条の助成金の交付決定を取り消すとともに、すでに助

成金を支払った場合でも返還を求めることがあります。 

（１）本事業に関して本会の指示に違反した場合 

（２）助成金を本事業以外の用途に使用した場合 

（３）本事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合 

２ 前項の規定は、第１０条の助成金額の確定があった後に、その事実が認められたときにおいても、

適用するものとします。 

３ 本会は、助成金の交付決定の取消しを行ったときは、その旨を申請者に対し、速やかに通知する
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ものとします。 

 

（助成金の返還） 

第１３条 申請者は、前条の交付決定の取消しを受けたときは、助成金返還通知書（様式第８号）に

従って助成金を返還するものとします。 

２ 前項の助成金の返還の期限は、返還の通知の日から２０日以内、又は令和４年３月３１日のいず

れか早い日までとします。 

 

（助成金に係る経理） 

第１４条 申請者は、助成金に係る経理処理について、帳簿及び証拠書類を整備し、本事業が完了し

た日の属する会計年度の終了後５年間保存するものとします。 

 

（暴力団関係者等の排除に関する誓約） 

第１５条 組合青年部は、暴力団関係者等の排除に関する誓約事項（別紙３）について助成金の交付

申請前に確認しなければならず、交付申請書の提出をもってこれに同意したものとします。 

 

（検査への協力） 

第１６条 申請者は、必要に応じて本会が実施する検査に協力するものとします。 

 

（予算が不足する場合の措置） 

第１７条 本会は、助成金の交付額が予算額に達すると認めたときは、交付申請の受付を中止するこ

とができるものとします。 

 

（個人情報保護に関する取扱い） 

第１８条 本会は、申請者がこの規程に従って本会に提出する各種書類に記入された名前、住所等の

個人情報について、本事業の遂行に関する一切の処理等を行う範囲でのみ使用するものとし、入手

した個人情報を適切に管理するものとします。 

 

（その他） 

第１９条 本会は、この規程に定めるもののほか、必要と認める書類の提出を求めることがあります。 
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（別紙１） 

 

助 成 金 対 象 経 費 

 

 

 

 

 

 

 

 

経費科目 具体的内容 

謝金（※） 

専門家謝金 

 

講師謝金 

 

外部専門家が実地調査等を実施したり、専門家の意見を聴取した

りする場合の謝金 

技術研修会、業界PRイベント等において外部講師に支給する謝金 

旅費（※） 

 

専門家旅費 

講師旅費 

調査旅費 

職員旅費 

原則として公共交通機関の運賃を対象とします。 

 

外部専門家が実地調査等に参加するための旅費 

外部講師を招聘するための旅費 

実地調査等を実施する場合の旅費 

所属組合の役職員が、研修会・講習会・実地調査やその他本事業

を実施するために必要と認められる旅費 

印刷費 
アンケート調査票、成果報告書、ＰＲチラシ等を印刷会社に発注

する費用 

会場借料 イベント等の開催に係る会場使用に要する費用 

借損料 
委員会や研修会、イベントなどの開催の際に使用する機器等を期

間限定で賃借する費用 

車両借上費 
本事業を実施するために必要と認められる貸切バス及びレンタ

カー等を借り上げる費用 

通信運搬費 イベント等の開催通知や調査票、チラシ等の発送にかかる費用 

視察研修費 視察研修に伴う交通費や材料費等に必要な費用 

資料費 事業を実施するために必要な図書・資料等を購入するための費用 

消耗品費 
事業を実施するために必要な消耗品を購入する費用 

※本事業の事務処理等にかかる文具等は対象とならない。 

材料費 事業を実施するために必要な材料等を購入する費用 

展示会出展費 
出展小間料やブース設営、装飾、撤去、光熱費など展示会の出展

に必要な費用 

委託費 

ＷＥＢサイト・ＤＶＤ制作、情報システム開発、デザイン、調査、

集計等の業務を外部の業者・機関等に委託する場合の費用 

※１０万円（税抜き）以上の委託費については、原則として２社

以上から同一条件による見積をとることが必要です。 
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(別紙２) 

 

経 費 支 出 基 準 

 

 

謝金等の金額（消費税別）は、次の基準を上限として決定してください。 

 

１．専門家謝金（１時間） 

（１）大学教授、弁護士、公認会計士及び弁理士等         ３０,０００円 

 

（２）大学准教授・講師、技術士、中小企業診断士、税理士、 

社会保険労務士、ＩＴコーディネーター等          ２５,０００円              

 

（３）その他の専門家                                ２０,０００円 

 

２．民間企業（公益法人、組合等含む。）（１時間） 

（１）経営者等役員クラス                     ３０,０００円 

 

（２）部長クラス                         ２５,０００円 

 

（３）課長クラス                        ２０,０００円 

 

（４）その他                           １５,０００円 

 

 

３．旅費 

実施する組合青年部等において旅費支給規程等がある場合は、その規程により支給し

てください。 

また、旅費支給規程等がない場合は、事前に本会へご相談ください。 
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（別紙３） 

 

 

暴力団関係者等の排除に関する誓約事項 

 

 

私ども申請者は、助成金の交付の申請をするに当たって、また、申請中の期間及び助成金

の交付後においては、下記のいずれにも該当しないことを誓約いたします。この誓約が虚偽

であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一

切申し立てません。 

 

記 

 

（１）会員が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又はその役員等

が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

（２）役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

（３）役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど

直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

（４）役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべ

き関係を有しているとき 


